
川西市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布す
る。
令和７年１２月２２日
令和７年 月 日

川西市議会議長 大矢根 秀 明

川西市議会規程第 ４ 号

川西市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程

川西市議会個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年川西市議会規程第２号）の

一部を次のように改正する。

様式第１号中「又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの）」を削る。

様式第１０号中「又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの）」を削る。

様式第１６号中「又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの）」を削る。

付 則

（施行期日）

１ この規程は、令和７年１２月２９日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使

用することができる。



川西市議会個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年川西市議会規程第２号）新旧対照表

現行 改正後（案）












